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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 第89期中 第90期中 第91期中 第89期 第90期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

(1）連結経営指標等             

営業収益 百万円 94,031 97,601 99,378 190,330 198,189 

経常利益 〃 2,359 2,403 2,548 4,795 5,551 

中間（当期）純利益 〃 1,201 1,123 1,334 2,290 2,535 

純資産額 〃 45,023 47,176 48,975 46,815 47,953 

総資産額 〃 125,082 132,852 141,264 127,352 135,690 

１株当たり純資産額 円 412.37 423.98 442.64 419.04 433.57 

１株当たり中間（当期）

純利益金額 
〃 10.94 10.07 12.06 20.52 22.80 

潜在株式調整後１株当た

り中間(当期)純利益金額 
〃 － － 11.67 － － 

自己資本比率 ％ 36.0 35.5 34.7 36.8 35.3 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
百万円 1,044 2,669 1,657 5,347 6,001 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
〃 △1,806 △7,252 △4,454 △5,827 △11,599 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
〃 83 2,485 3,328 1,070 3,988 

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
〃 10,844 10,095 11,257 12,115 10,590 

従業員数 

[外、平均臨時雇用人員] 

人 

［〃］ 

5,921 

[2,480] 

5,941 

[2,488] 

6,634 

[2,870] 

5,914 

[2,399] 

5,960 

[2,574] 

(2）提出会社の経営指標等           

営業収益 百万円 82,510 86,159 87,001 168,132 174,828 

経常利益 〃 2,156 2,226 2,421 4,555 4,905 

中間（当期）純利益 〃 1,030 1,198 1,211 2,155 2,376 

資本金 〃 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 

発行済株式総数 千株 111,746 111,746 111,746 111,746 111,746 

純資産額 百万円 44,106 46,289 47,516 45,881 46,829 

総資産額 〃 117,531 125,897 132,370 120,659 128,419 

１株当たり純資産額 円 403.98 416.03 429.48 410.67 423.43 

 



 （注）１．営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２．第89期の１株当たり配当額は、創立60周年記念配当１円を含んでおります。  

３．純資産額の算定にあたり、第90期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第5号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第8号）を適用しております。 

回次 第89期中 第90期中 第91期中 第89期 第90期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

１株当たり中間（当期）

純利益金額 
円 9.39 10.74 10.96 19.30 21.38 

潜在株式調整後１株当た

り中間(当期)純利益金額 
〃 － － 10.60 － － 

１株当たり配当額 〃 3.75 4.0 4.0 8.50 8.00 

自己資本比率 ％ 37.5 36.8 35.9 38.0 36.5 

従業員数 

[外、平均臨時雇用人員] 

人 

［〃］ 

3,596 

[1,483] 

3,468 

[1,429] 

3,502 

[1,435] 

3,470 

[1,444] 

3,400 

[1,414] 



２【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに連結子会社及び持分法適用関連会社となっております。  

 （注）前連結会計年度まで持分法非適用の非連結子会社でありましたが、重要性が増したことにより新たに連結子会社

としたものであります。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含む。）であり、臨時従業員数は［ ］内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。なお、臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いてお

ります。 

 ２．従業員数が全連結会計年度末に比べ６７４名増加しておりますが、これは主に連結子会社の増加によるもの

であります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時

従業員数は［ ］内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。なお、臨時従業員には、季節

工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

２．従業員数には、休職者９人を含んでおりません。 

(3）労働組合の状況 

 労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

名称 住所 
資本金 

(百万円) 
事業の種類別セ
グメントの名称

議決権の
所有割合
（％） 

関係内容 

役員の兼任 
資金
援助

営業上の取引 設備の賃貸借
当社役員
（人） 

当社職員
（人） 

(連結子会社) 

 ㈱センコー保険サービス 

 （注） 

 東京都 

 港区 
30   その他事業 100.0 0 3 無 損害保険契約 事務所賃貸  

センコーエーラインアマ

ノ㈱ 

 東京都 

 江戸川区 
300 

 運送事業 

 流通加工事業 
100.0 0 5 有 

貨物自動車運送

委託  
無  

 大東センコーアポロ㈱ 

 （注） 

 静岡県 

 掛川市 
10 

 流通加工事業 

  
100.0 1 5 無 

小運搬構内作業

委託  
事務所賃貸  

 宮崎センコーアポロ㈱ 

 （注） 

 宮崎県 

 延岡市 
15 

 流通加工事業 

  
100.0 1 4 無 

小運搬構内作業

委託  
事務所賃貸  

 センコーフーズ㈱ 

 （注） 

 大阪市 

 北区 
90 

 その他事業 

  
100.0 1 3 無 無  事務所賃貸  

(持分法適用関連会社) 

 東京納品代行㈱ 

 東京都 

 江東区 
525 

 運送事業 

 流通加工事業 
20.0 0 1 無 

貨物自動車運送

委託  
無 

  平成19年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

運送事業 1,817[   44] 

流通加工事業 2,478[2,421] 

その他事業 354[   65] 

全社（共通）   1,985[  340] 

合計 6,634[2,870] 

  平成19年９月30日現在

従業員数（人） 3,502[1,435]  



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間における日本経済は、堅調な企業業績を背景とする設備投資の増加や、雇用環境の改善によ

り、緩やかながら拡大基調を維持しました。 

 物流業界におきましては、国内貨物輸送量が昨年に引き続き減少が予想され、原油価格も高止まりが続き、不透

明な経営環境が続いております。 

 このような環境の中、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は「流通情報企業の確立」を目指

した新たな中期経営三ヵ年計画をスタートさせ、「流通ＳＣＭ」（ＳＣＭ：サプライチェーンマネジメント）の提

供により、量販店・小売物流を中心とした業務開拓を推進しております。 

 また、８月には新たな物流拠点として滋賀県守山市に「守山倉庫」を開設しました。なお、当社は当連結会計年

度中に３拠点の物流拠点整備を計画しております。 

 この結果、連結営業収益は99,378百万円と前中間連結会計期間に比べ1,777百万円(1.8%)の増収となりました。 

 一方、利益面におきましては、昨年開設いたしました大型設備開設効果もあり、営業利益は2,685百万円と前年

同期に比べ299百万円(12.6%)の増益、経常利益は2,548百万円と前年同期に比べ145百万円(6.0%)の増益、中間純利

益は1,334百万円と前年同期に比べ210百万円(18.8%)の増益となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。  

①運送事業 

 運送事業では、前連結会計年度に実施した大型設備の開設効果並びに、モーダルシフトの影響による売上の増加

はあるものの、住宅関連物流の物量減少の影響により、事業収入は60,942百万円と前年同期に比べ331百万円

(0.5%)の増収となりましたが、営業利益は1,455百万円と前年同期に比べ45百万円(△3.0%)の減益となりました。 

②流通加工事業 

 流通加工事業では、「イオン東北ＲＤＣ」、「浦和ＰＤセンター」、「泉北第２ＰＤセンター」などの大型設備

開設効果により、事業収入は30,445百万円と前年同期に比べ1,894百万円(6.6%)の増収となり、営業利益は1,075百

万円と対前年同期に比べ392百万円(57.5%)の増益となりました。 

③その他事業 

 その他事業では、商事販売事業の成長鈍化等により、事業収入は7,990百万円と前年同期に比べ448百万円(△

5.3%)の減収となりましたが、営業利益は221百万円と前年同期に比べ2百万円(1.1%)の増益となりました。 



(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動に伴う純利益、減価

償却費を源泉とする収入と転換社債型新株予約権付社債発行などによる収入が、固定資産取得費用、事業譲受に伴

う支出や業務提携による株式取得費用、また税金などの支払による支出を上回り、前中間連結会計期間に比べ

1,162百万円(11.5%)増加し、当中間連結会計期間末には11,257百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間は、営業活動に伴う純利益、減価償却費が増加した一方、たな卸資産が398百万円増加した

ほか、法人税を1,244百万円支払ったことなどにより、営業活動により得られた資金は1,657百万円となり、前中間

連結会計期間に比べ1,012百万円(△37.9%)減少しました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間は、有形固定資産の取得により2,375百万円を支出しました。前中間連結会計期間に比べ

4,151百万円減少していますが、下期に支出額が増加する計画です。また、事業譲受などにより1,298百万円、業務

提携に伴う株式取得などに900百万円支出したことなどにより、投資活動により使用した資金は4,454百万円とな

り、前中間連結会計期間に比べ2,798百万円(△38.6%)減少しました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間は、資産内容と資金調達手段の整合性を高めるため、短期借入金3,000百万円を長期借入金

に借換えました。また、既存の長期借入金返済と新規必要資金に対応するため、スイス市場でのユーロ円建転換社

債型新株予約権付社債の発行により4,984百万円を調達し、長期借入金にて5,000百万円調達したことなどにより、

財務活動により得られた資金は3,328百万円となり、前中間連結会計期間に比べ843百万円(33.9%)増加しました。 



２【営業実績】 

 当中間連結会計期間における営業実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

 （注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２．上記金額に消費税等は含まれておりません。 

３．主な相手先別の営業実績及びそれぞれの総営業実績に対する比率は次のとおりであります。なお、提出会社

の実績が大半を占めておりますので、金額は提出会社の実績、比率も提出会社における総営業実績に対する

比率を記載しております。 

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が対処すべき課題について、重要な変更はあ

りません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当社は平成19年４月19日に、民事再生手続きの申し立てを行った株式会社エーラインアマノ（本社：東京都江戸川

区）との間で、同社の事業を譲受するため、「センコーエーラインアマノ株式会社」を設立の上、本年７月31日をも

って、事業譲受いたしました。 

 なお、事業譲受の詳細につきましては、「第５ 経理の状況 2.中間財務諸表等（1）中間財務諸表 注記事項（企業

結合等関係）」に記載のとおりであります。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 営業収益（百万円) 前年同期比（％） 

運送事業 60,942 +0.5 

流通加工事業 30,445 +6.6 

その他事業 7,990 △5.3 

合計 99,378  +1.8 

相手先 

前中間会計期間 当中間会計期間 

金額（百万円） 
総営業実績に 
対する比率（％） 

金額（百万円） 
総営業実績に 
対する比率（％） 

積水ハウス株式会社 10,480 12.2 10,159 11.7 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

（1）当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更

はありません。 

（2）前連結会計年度末において計画中であった設備の新設、除却等のうち、当中間連結会計期間において完了した

ものは次のとおりであります。  

   （注） 上記金額に消費税等は含まれておりません。   

 （3）当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画はありません。 

事業の種類別 
セグメントの名称 

設備名 金額（百万円） 着手年月 完了年月 

運送事業他 車両代替及び増車 556 平成19年４月 平成19年９月 

流通加工事業他 
守山倉庫建設 529 平成19年１月 平成19年８月 

荷役設備代替及び増設 359 平成19年４月 平成19年９月 

 その他事業 その他生産設備・非生産設備 1,070 平成19年４月 平成19年９月 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 「提出日現在発行数」には、平成19年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

①会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

平成19年６月28日定時株主総会決議（第１回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）） 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 294,999,000 

計 294,999,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年12月25日） 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 111,746,167 111,746,167 

東京証券取引所 

（市場第一部） 

大阪証券取引所 

（市場第一部） 

－ 

計 111,746,167 111,746,167 － － 

 
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数 （個） 61 (注)１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 （個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 （株） 61,000 (注)１ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 （円） １株当たり    １ (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
 自 平成19年７月21日 

 至 平成39年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額 （円） 

発行価格        １ 

資本組入額       １ 
同左 

新株予約権の行使の条件 

当社及び当社連結子会社の

取締役、監査役及び執行役

員のいずれかの地位を有す

る時は新株予約権を行使す

ることが出来ない。(注)３ 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は、当社取締役会の承認を

要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項  －  － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項 
(注)４ 同左 



(注)１．新株予約権１個当たりの目的たる株式数は、1,000株です。なお、当社が株式分割または株式併合を行う

場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は本件新株予約権の

うち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の生じる１株未

満の端数については、これを切り捨てます。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転（以下総称して「合併等」という。）を行う場

合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の

条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。 

２．各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権を行使することによ

り交付をうけることができる株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに各新株予約権の目的たる株式

の数を乗じた金額とします。 

３．新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、当社及び当社連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した

日の翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約権を行使できるものとする。 

②新株予約権者が死亡した場合、その相続人（新株予約権者の配偶者、子、１親等の直系尊属に限る。）

は新株予約権者が死亡した日の翌日から３ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使すること

ができるものとする。 

③その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権

割当契約書にて定めるものとする。 

４．当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い 

組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定

めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとしま

す。 

①合併（当社が消滅する場合に限る。） 

合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 

②吸収分割 

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 

③新設分割 

新設分割により設立する株式会社 

④株式交換 

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 

⑤株式移転 

株式移転により設立する株式会社 



平成19年６月28日定時株主総会決議（第２回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）） 

(注)１．新株予約権１個当たりの目的たる株式数は、1,000株です。なお、当社が株式分割または株式併合を行う

場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。但し、かかる調整は本件新株予約権の

うち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の生じる１株未

満の端数については、これを切り捨てます。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転（以下総称して「合併等」という。）を行う場

合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の

条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとします。 

２．各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権を行使することによ

り交付をうけることができる株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに各新株予約権の目的たる株式

の数を乗じた金額とします。 

３．新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、当社及び当社連結子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した

日の翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約権を行使できるものとする。 

②新株予約権者が死亡した場合、その相続人（新株予約権者の配偶者、子、１親等の直系尊属に限る。）

は新株予約権者が死亡した日の翌日から３ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使すること

ができるものとする。 

③その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権

割当契約書にて定めるものとする。 

４．当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い 

組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定

めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとしま

す。 

①合併（当社が消滅する場合に限る。） 

合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 

②吸収分割 

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 

 
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数 （個） 18 (注)１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 （個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 （株） 18,000 (注)１ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 （円） １株当たり    １ (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
 自 平成19年７月21日 

 至 平成39年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額 （円） 

発行価格        １ 

資本組入額       １ 
同左 

新株予約権の行使の条件 

当社及び当社連結子会社の

取締役、監査役及び執行役

員のいずれかの地位を有す

る時は新株予約権を行使す

ることが出来ない。(注)３ 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は、当社取締役会の承認を

要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項 
(注)４ 同左 



③新設分割 

新設分割により設立する株式会社 

④株式交換 

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 

⑤株式移転 

株式移転により設立する株式会社 

②会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

平成19年７月３日取締役会決議（2012年７月20日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債） 

(注)１．本新株予約権の行使により、発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転（以下、当社普通

株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。）すべき当社普通株式の数は、本新株予約権の

行使請求に係る本社債の額面金額（500万円）の合計額を、下記(注)２により決定される転換価額で除し

た数とします。但し、本新株予約権の行使の際に生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は

行いません。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、当社は会社法に定め

る単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算します。なお、下記転換価額で算

出される新株予約権の目的となる株式の数の最大整数は、提出日の前月末現在で11,441,647株です。 

２．新株予約権の行使時の払込金額 

(1)各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額

と同額とします。 

 
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権付社債の残高 （百万円） 5,000 同左 

新株予約権の数 （個） 1,000 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 （個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 （株） 11,441,647 (注)１ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 （円） １株当たり   437 (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
 自 平成19年８月３日 

 至 平成24年７月６日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額 （円） 

発行価格       437 

資本組入額      219 

(注)３ 

同左 

新株予約権の行使の条件 
各本新株予約権の一部行使

はできないものとする。 
同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 － 同左 

代用払込みに関する事項 

各本新株予約権の行使に際

しては、各本社債を出資す

るものとし、当該本社債の

価額は、その額面金額と同

額とする。 

同左 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項 
(注)４ 同左 



(2)2008年７月８日（日本時間、以下「決定日」という。）まで（当日を含む。）の５連続取引日の株式会

社東京証券取引所（又は当社がDaiwa Securities SMBC Europeと協議の上決定したその他の証券取引

所）が公表した当社普通株式の普通取引の終値の平均値の１円未満の端数を切り上げた金額（以下「決

定日株価」という。）が、当該決定日において効力を有する転換価額を１円以上下回る場合には、転換

価額は、2008年７月22日（日本時間、以下「効力発生日」という。）以降、当該決定日株価（但し、決

定日の翌日から効力発生日までに効力の発生する下記(3)の調整を受ける。）に修正されます。但し、か

かる算出の結果、下限転換価額（以下に定義する。）未満となる場合は、修正後転換価額は、下限転換

価額とします。「下限転換価額」とは、決定日において効力を有する転換価額の80％に相当する価額

（但し、決定日の翌日から効力発生日までに効力の発生する下記(3)の調整を受ける。）の１円未満の端

数を切り上げた金額をいいます。 

(3)転換価額は、当社が本新株予約権付社債発行後、当社普通株式の時価を下回る金額で新たに普通株式を

交付する場合には、次の算式により調整されます。なお、次の算式において「既発行株式数」とは当社

の発行済普通株式（当社の保有するものを除く。）の総数を指します。 

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普

通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の発行その他本新

株予約権付社債の要項に定める一定の場合にも適宜調整されることがあります。但し、当社のストッ

ク・オプション・プランに基づく場合その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には調整は

行われません。 

３．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条の

定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端

数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。 

４．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

(1)当社が組織再編等を行う場合、①その時点において（法律の公的又は司法上の解釈又は適用を考慮した

結果）法律上実行可能であり、②その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能で、こ

れにつきDaiwa Securities SMBC Europeとの間で合意し、かつ③その全体において当社が不合理である

と判断する費用又は支出（租税負担を含む。）を当社又は承継会社等（以下に定義する。）に生じさせ

ることなく実行可能であるときは、当社は、承継会社等をして本社債の債務者とするための本新株予約

権付社債の要項に定める措置及び本新株予約権に代わる新たな新株予約権の交付をさせるよう最善の努

力をしなければなりません。 

「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって本新株予約権付社債又は本新株予約権に係る

当社の義務を引き受ける会社を総称していうものとします。 

(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりです。 

①新株予約権の数 

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株

予約権の数と同一の数とする。 

②新株予約権の目的である株式の種類 

承継会社等の普通株式とする。 

③新株予約権の目的である株式の数 

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条

件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記（ⅰ）又は（ⅱ）に従

う。なお、転換価額は上記１と同様の調整に服する。 

(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行

使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の

普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに

受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券

又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で

除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。 

    

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 × 

既発行株式数 ＋ 
交付株式数 × １株当たり払込金額
────────────────

１株当たり時価 
────────────────────────

既発行済株式数 ＋ 交付株式数 



(ⅱ)組織再編等の場合（当社及び承継会社等が上記（ⅰ）の代わりに本（ⅱ）の適用を選択した場合に

は、合併、株式交換又は株式移転の場合を含む。）には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本

新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当

該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、

転換価額を定める。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された社債を出資するものとし、当該社債の価額

は、本社債の額面金額と同額とする。 

⑤新株予約権を行使できる期間 

当該組織再編等の効力発生日又は承継会社等の新株予約権が交付された日のいずれか遅い方の日か

ら、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。 

⑥その他の新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算

規則第40条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の

結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資

本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

⑧組織再編等が生じた場合 

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。 

⑨その他 

承継会社等の新株予約権の行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わな

い。承継会社等の新株予約権は承継された社債と分離して譲渡できない。 

  



(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(5）【大株主の状況】 

（注）１．三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、557千株であります。 

２．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、6,183千株であ

ります。 

３．日本マスタートラスト信託銀行株式会社所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、3,370千株でありま

す。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（千株） 

発行済株式総
数残高 

（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成19年４月１日～ 

平成19年９月30日 
－ 111,746 － 18,295 － 16,386 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

旭化成株式会社 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 10,676 9.55 

積水化学工業株式会社 大阪市北区西天満２丁目４番４号 6,785 6.07 

センコーグループ従業員持株会 大阪市北区大淀中１丁目１番30号 6,208 5.56 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 6,183 5.53 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 5,617 5.03 

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 4,439 3.97 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 3,370 3.02 

エイアイジー・スター生命保険

株式会社 
東京都品川区東品川２丁目３番14号 3,200 2.86 

ニッセイ同和損害保険株式会社 大阪市北区西天満４丁目15番10号 3,169 2.84 

いすゞ自動車株式会社 東京都品川区南大井６丁目26番１号 2,939 2.63 

計 － 52,589 47.06 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「単元未満株式」の欄には、自己株式697株が含まれております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   1,168,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 109,760,000 109,760 － 

単元未満株式 普通株式     818,167 － － 

発行済株式総数 111,746,167 － － 

総株主の議決権 － 109,760 － 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

センコー株式会社 
大阪市北区大淀中一

丁目１番３０号 
1,168,000 － 1,168,000 1.05 

計 － 1,168,000 － 1,168,000 1.05 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 417 419 407 402 388 383 

最低（円） 382 383 385 366 334 363 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30

日まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表

について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日

から平成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日ま

で）の中間財務諸表について、大手前監査法人により中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金     10,095 11,257   10,590 

２ 受取手形及び営業
未収入金 

※５   26,595 26,281   25,962 

３ たな卸資産     671 985   585 

４ その他     4,136 4,747   3,863 

５ 貸倒引当金     △15 △20   △19 

流動資産合計     41,483 31.2 43,251 30.6   40,981 30.2

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

（１）建物及び構築
物 

※1.2 33,708   33,065 32,962   

（２）土地 ※２ 33,109   32,959 33,097   

（３）その他 ※1.2 4,456 71,274 5,763 71,788 4,893 70,954 

２ 無形固定資産     908 1,846   913 

３ 投資その他の資産           

（１）保証金   7,031   7,388 7,176   

（２）繰延税金資産   5,789   5,378 5,479   

（３）その他 ※２ 6,680   11,837 10,494   

（４）貸倒引当金   △316 19,185 △227 24,377 △310 22,840 

固定資産合計     91,369 68.8 98,012 69.4   94,708 69.8

資産合計     132,852 100.0 141,264 100.0   135,690 100.0 

            

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び営業
未払金 

    18,888 19,171   18,395 

２ 短期借入金 ※２   18,016 14,428   16,209 

３ 未払法人税等     984 1,068   1,192 

４ 賞与引当金     3,061 2,982   2,648 

５ 役員賞与引当金     － 31   40 

６ その他     5,869 6,793   6,652 

流動負債合計     46,820 35.2 44,476 31.5   45,138 33.3

Ⅱ 固定負債           

１ 社債     7,000 7,000   7,000 

２ 転換社債型新株予
約権付社債 

    － 5,000   － 

３ 長期借入金 ※２   18,087 22,809   22,158 

４ 退職給付引当金     9,940 9,623   9,670 

５ 役員退職慰労引当
金 

    188 32   203 

６ 船舶特別修繕引当
金 

    7 12   9 

７ その他     3,631 3,335   3,556 

固定負債合計     38,855 29.3 47,812 33.8   42,597 31.4

負債合計     85,675 64.5 92,288 65.3   87,736 64.7

            

（純資産の部）                 

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     18,295 13.8 18,295 13.0   18,295 13.5 

２ 資本剰余金     16,558 12.4 16,558 11.7   16,558 12.2

３ 利益剰余金     12,233 9.2 14,269 10.1   13,200 9.7 

４ 自己株式     △174 △0.1 △425 △0.3   △418 △0.3

  株主資本合計     46,913 35.3 48,698 34.5   47,636 35.1 

Ⅱ 評価・換算差額等                 

１ その他有価証券評
価差額金 

    250 0.2 208 0.2   290 0.2 

２ 繰延ヘッジ損益     △0 △0.0 － －   △1 △0.0 

３ 為替換算調整勘定     10 0.0 39 0.0   25 0.0 

評価・換算差額等合
計 

    261 0.2 248 0.2   314 0.2

Ⅲ 新株予約権     － － 26 0.0   － －

Ⅳ 少数株主持分     2 0.0 2 0.0   2 0.0 

 純資産合計     47,176 35.5 48,975 34.7   47,953 35.3 

 負債純資産合計     132,852 100.0 141,264 100.0   135,690 100.0 

            



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 営業収益     97,601 100.0 99,378 100.0   198,189 100.0 

Ⅱ 営業原価     90,798 93.0 91,829 92.4   183,621 92.6

営業総利益     6,803 7.0 7,549 7.6   14,568 7.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   4,417 4.5 4,863 4.9   9,076 4.6

営業利益     2,385 2.5 2,685 2.7   5,491 2.8

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   47   61 115   

２ 受取配当金   141   278 322   

３ その他   283 472 0.5 230 570 0.6 739 1,178 0.6

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   273   366 630   

２ 団体定期保険料   126   152 261   

３ その他   55 454 0.5 188 707 0.7 226 1,118 0.6

経常利益     2,403 2.5 2,548 2.6   5,551 2.8

Ⅵ 特別利益           

  １ 受取補償金   －   － 107   

２ 固定資産売却益  ※４  － － － － － － 30 138 0.0

Ⅶ 特別損失           

１ リース契約解約損   －   48 47   

 ２ 固定資産除却損  ※２  43   38 296   

 ３ 特別貸倒損失   200   － 200   

 ４ アスベスト対策費 
 用 

  50   － 57   

 ５ 減損損失 ※５ －   － 176   

６ 投資有価証券評価
損 

  －   － 48   

 ７ 固定資産売却損  ※３  － 293 0.3 － 87 0.1 44 871 0.4

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    2,109 2.2 2,461 2.5   4,817 2.4

法人税、住民税及
び事業税 

  959   1,009 1,805   

法人税等調整額   26 986 1.0 117 1,126 1.2 476 2,281 1.1

少数株主利益     0 0.0 0 0.0   0 0.0

中間(当期)純利益     1,123 1.2 1,334 1.3   2,535 1.3

            



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）  

   株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円）
18,295 16,558 11,608 △33 46,430 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当(注）     △530   △530 

 役員賞与（注）     △26   △26 

 中間純利益     1,123   1,123 

 自己株式の取得       △142 △142 

 自己株式の処分   △0   0 0 

 連結子会社の増加     51   51 

 持分法適用会社の増加      6   6 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ △0 624 △141 483 

平成18年９月30日 残高 

（百万円）
18,295 16,558 12,233 △174 46,913 



 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  評価・換算差額等 

新株予約権
少数株主 

持分 
純資産合計

 

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ

損益 

為替換算 

 調整勘定 

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
385 － － 385 － 2 46,818

中間連結会計期間中の変動額            

 剰余金の配当（注）             △530

 役員賞与（注）             △26

 中間純利益             1,123

 自己株式の取得             △142

  自己株式の処分             0

  連結子会社の増加             51

  持分法適用会社の増加             6

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額） 

△134 △0 10 △124 － 0 △124

中間連結会計期間中の変動額

合計       

（百万円） 

△134 △0 10 △124 － 0 358

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
250 △0 10 261 － 2 47,176



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）  

   株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日 残高 

（百万円）
18,295 16,558 13,200 △418 47,636 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当     △442   △442 

 中間純利益     1,334   1,334 

 自己株式の取得       △7 △7 

 自己株式の処分   0   0 0 

連結子会社の増加による増加高     180   180 

連結子会社の増加による減少高     △3   △3 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ 0 1,068 △6 1,061 

平成19年９月30日 残高 

（百万円）
18,295 16,558 14,269 △425 48,698 



  評価・換算差額等 

新株予約権
少数株主 

持分 
純資産合計

 

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ

損益 

為替換算 

 調整勘定 

評価・換算

差額等合計

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
290 △1 25 314 － 2 47,953 

中間連結会計期間中の変動額            

 剰余金の配当             △442

 中間純利益             1,334

 自己株式の取得             △7

  自己株式の処分             0

連結子会社の増加による増

加高 
            180

連結子会社の増加による減

少高 
            △3

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額） 

△82 1 14 △66 26 0 △40

中間連結会計期間中の変動額

合計       

（百万円） 

△82 1 14 △66 26 0 1,021

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
208 － 39 248 26 2 48,975



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）  

   株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
18,295 16,558 11,608 △33 46,430 

連結会計年度中の変動額           

 剰余金の配当(注）     △530   △530 

 剰余金の配当     △445   △445 

 役員賞与（注）     △26   △26 

 当期純利益     2,535   2,535 

 自己株式の取得       △387 △387 

 自己株式の処分   △0   1 1 

 連結子会社の増加     51   51 

 持分法適用会社の増加      6   6 

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額） 
          

連結会計年度中の変動額合計  

（百万円） 
－ △0 1,591 △385 1,205 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
18,295 16,558 13,200 △418 47,636 



 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  評価・換算差額等 

新株予約権
少数株主 

持分 
純資産合計

 

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ

損益 

為替換算 

 調整勘定 

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
385 － － 385 － 2 46,818

連結会計年度中の変動額            

 剰余金の配当（注）             △530

 剰余金の配当             △445

 役員賞与（注）             △26

 当期純利益             2,535

 自己株式の取得             △387

  自己株式の処分             1

  連結子会社の増加             51

  持分法適用会社の増加             6

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純

額） 

△94 △1 25 △70 － 0 △70

連結会計年度中の変動額合計  

（百万円） 
△94 △1 25 △70 － 0 1,135

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
290 △1 25 314 － 2 47,953



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  2,109 2,461 4,817

減価償却費   1,243 1,564 2,692

固定資産除却損   43 38 296

減損損失   － － 176

受取利息及び受取配
当金 

  △189 △339 △438

支払利息   273 366 630

賞与引当金の増加・
減少（△）額 

  412 298 △0

退職給付引当金の増
加・減少（△）額 

  △56 △60 △326

売上債権の増加
（△）・減少額 

  △352 △223 264

たな卸資産の増加
（△）・減少額 

  99 △398 185

仕入債務の増加・減
少（△）額 

  974 97 920

その他   △556 △630 △874

小計   4,001 3,174 8,345

利息及び配当金の受
取額 

  76 91 155

利息の支払額   △273 △364 △631

法人税等の支払額   △1,135 △1,244 △1,867

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  2,669 1,657 6,001

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

有形固定資産の取得
による支出 

  △6,527 △2,375 △7,874

有形固定資産の売却
による収入 

  77 142 167

投資有価証券の取得
による支出 

  △26 △22 △39

投資有価証券の売却
による収入 

  22 － 54

関係会社株式の取得
による支出 

  △28 △900 △43

その他   △771 △1,298 △3,864

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △7,252 △4,454 △11,599

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

短期借入金の増加・
減少（△）額(純額） 

  － △3,000 2,000

長期借入れによる収
入 

  4,200 5,000 9,400

長期借入金の返済に
よる支出 

  △989 △3,130 △5,926

転換社債型新株予約
権付社債の発行によ
る収入 

  － 4,984 －

自己株式の取得によ
る支出 

  △142 △7 △387

自己株式の売却によ
る収入 

  0 0 1

配当金の支払額   △529 △442 △973

その他   △53 △75 △125

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  2,485 3,328 3,988

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  1 3 8

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加・減少（△）額 

  △2,096 535 △1,601

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  12,115 10,590 12,115

Ⅶ 連結範囲変更による現
金及び現金同等物の増
加額 

  76 131 76

Ⅷ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※１ 10,095 11,257 10,590

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  子会社のうち、センコー商事株

式会社、センコー情報システム株

式会社、埼玉センコー運輸整備株

式会社、広州扇興物流有限公司他

海外子会社１社及び札幌センコー

運輸株式会社他運輸系子会社17社

の23社を連結の範囲に含めており

ます。 

 なお、上記のうち、広州扇物流

有限公司及びSenko International

Logistics Pte.Ltd.は、重要性が

増したため当中間連結会計期間か

ら連結の範囲に含めております。 

 また、子会社のうち、大東セン

コーアポロ株式会社他15社は、い

ずれも小規模であり、合計の総資

産、営業収益、中間純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等はいずれも中間

連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

さないと認められるので連結の範

囲に含めておりません。     

 子会社のうち、センコー商事株

式会社、センコー情報システム株

式会社、株式会社センコー保険サ

ービス、埼玉センコー運輸整備株

式会社、札幌センコー運輸株式会

社他運輸系子会社20社、大東セン

コーアポロ株式会社、宮崎センコ

ーアポロ株式会社、センコーフー

ズ株式会社及び広州扇興物流有限

公司他海外子会社１社の30社を連

結の範囲に含めております。 

 上記のうち、重要性が増したこ

とにより株式会社センコー保険サ

ービス、大東センコーアポロ株式

会社、宮崎センコーアポロ株式会

社及びセンコーフーズ株式会社

を、また、新たに設立した東京ア

ポロ株式会社をセンコーエーライ

ンアマノ株式会社に社名変更し、

当中間連結会計期間から連結の範

囲に含めております。 

 なお、子会社のうち、北海道セ

ンコーロジサービス株式会社他13

社は、いずれも小規模であり、合

計の総資産、営業収益、中間純損

益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等はいず

れも中間連結財務諸表に重要な影

響を及ぼさないと認められるので

連結の範囲に含めておりません。

（追加情報）  

 開示対象特別目的会社の概要、

開示対象特別目的会社を利用した

取引の概要及び開示対象特別目的

会社との取引金額等については、

「開示対象特別目的会社関係」と

して記載しております。 

 なお、当中間連結会計期間よ

り、「一定の特別目的会社に係る

開示に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第15号 平成19年

３月29日）を適用しております。

 子会社のうち、センコー商事株 

式会社、センコー情報システム株

式会社、埼玉センコー運輸整備株

式会社、広州扇興物流有限公司他

海外子会社１社及び札幌センコー

運輸株式会社他運輸系子会社19社

の25社を連結の範囲に含めており

ます。 

 上記のうち、重要性が増したこ

とにより、広州扇興物流有限公司

及びSenko International 

Logistics Pte.Ltd.を、新たに設

立した神奈川センコー運輸株式会

社及び豊橋センコー運輸株式会社

を当連結会計年度から連結の範囲

に含めております。 

 なお、子会社のうち、大東セン

コーアポロ株式会社他16社は、い

ずれも小規模であり、合計の総資

産、営業収益、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、いずれも連

結財務諸表に重要な影響を及ぼさ

ないと認められるので連結の範囲

に含めておりません。         

 



項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

２．持分法の適用に関する事

項 

 関連会社アシックス物流株式会

社及び大連保税区貝思特国際貿易

物流有限公司に対する投資につい

て持分法を適用しております。 

 なお、上記のうち、大連保税区

貝思特国際貿易物流有限公司に対

する投資については、当中間連結

会計期間より持分法を適用してお

ります。 

 持分法を適用していない非連結

子会社（大東センコーアポロ株式

会社他15社）及び関連会社（守山

包装株式会社他１社）の中間純損

益及び利益剰余金等の額のうち持

分の合計額は、全体としてもその

影響の重要性が乏しいため、持分

法の適用範囲から除外しておりま

す。 

 持分法適用会社のうち、中間決

算日が中間連結決算日と異なる会

社については、各社の中間会計期

間に係る中間財務諸表を使用して

おります。 

 関連会社アシックス物流株式会

社、東京納品代行株式会社及び大

連保税区貝思特国際貿易物流有限

公司に対する投資について持分法

を適用しております。 

 上記のうち、東京納品代行株式

会社に対する投資については、当

中間連結会計期間より持分法を適

用しております。 

 なお、持分法を適用していない

非連結子会社（北海道センコーロ

ジサービス株式会社他13社）及び

関連会社（守山包装株式会社他１

社）の中間純損益及び利益剰余金

等の額のうち持分の合計額は、全

体としてもその影響の重要性が乏

しいため、持分法の適用範囲から

除外しております。 

 持分法適用会社のうち、中間決

算日が中間連結決算日と異なる会

社については、各社の中間会計期

間に係る中間財務諸表を使用して

おります。 

 関連会社アシックス物流株式会

社及び大連保税区貝思特国際貿易

物流有限公司に対する投資につい

て持分法を適用しております。 

 上記のうち、大連保税区貝思特

国際貿易物流有限公司に対する投

資については、当連結会計年度よ

り持分法を適用しております。 

 なお、持分法を適用していない

非連結子会社（大東センコーアポ

ロ株式会社他16社）及び関連会社

（守山包装株式会社他１社）の当

期純損益及び利益剰余金等の額の

うち持分の合計額は、全体として

もその影響の重要性が乏しいた

め、持分法の適用範囲から除外し

ております。 

 持分法適用会社のうち、決算日

が連結決算日と異なる会社につい

ては、各社の事業年度に係る財務

諸表を使用しております。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 ６月末を中間決算日とする広州

扇興物流有限公司他海外子会社１

社は、中間決算日の中間財務諸表

を使用して連結しており、中間連

結決算日との間に生じた重要な取

引については調整を行っておりま

す。 

   同左  12月末を決算日とする広州扇興

物流有限公司他海外子会社１社

は、決算日の財務諸表を使用して

連結しており、連結決算日との間

に生じた重要な取引については調

整を行っております。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算定しておりま

す。） 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

… 同左 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…決算期末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定し

ております。） 

  時価のないもの 

…移動平均法に基づく原価

法 

時価のないもの 

… 同左 

時価のないもの 

… 同左 

    ② デリバティブ 

…時価法 

  ② デリバティブ 

… 同左 

② デリバティブ 

… 同左 

    ③ たな卸資産 

商品 

…主として先入先出法に基

づく原価法 

  ③ たな卸資産 

商品 

… 同左 

③ たな卸資産 

商品 

… 同左 

  販売用不動産 

…個別法に基づく原価法 

販売用不動産 

… 同左 

販売用不動産 

… 同左 

  貯蔵品 

…主として移動平均法に基

づく原価法 

貯蔵品 

… 同左 

貯蔵品 

… 同左 

  仕掛品 

…個別法に基づく原価法 

仕掛品 

… 同左 

仕掛品 

… 同左 

 



項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

   (2）重要な減価償却資産の減価償 

   却の方法 

     有形固定資産 

 建物、構築物、船舶の一

部、車輌運搬具及び総合物流

研修センター事業の設備につ

いては定額法、それ以外につ

いては定率法を採用しており

ます。  

 なお、主な耐用年数は以下 

のとおりであります。  

建物及び構築物 

３～60年

機械装置及び運搬具 

３～17年

 (2）重要な減価償却資産の減価償 

   却の方法 

  ①  有形固定資産 

 定額法を採用しておりま

す。但し、機械装置、船舶の

一部及び工具器具備品につい

ては、主として定率法を採用

しております。 

 なお、主な耐用年数は以下 

のとおりであります。  

建物及び構築物 

３～60年

機械装置及び運搬具 

３～17年

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法  

   ①  有形固定資産 

同左 

  （会計処理方法の変更）  

 建物附属設備、構築物及び

車輌運搬具については、従

来、定率法を採用しておりま

したが、当中間連結会計期間

より定額法を採用することに

変更しました。 

 この変更は、車輌運搬具に

ついては、自動車ＮＯＸ・Ｐ

Ｍ法のディーゼル車規制によ

る車輌の代替が一段落したこ

とを契機に、車輌運搬具の設

備投資を見直すと共に、償却

方法を検討した結果、車輌の

性能及び耐久性の向上によ

り、稼動が安定し、減耗が利

用期間に応じ平均的に発生す

ることが見込まれるため、減

価償却の期間配分を平準化し

収益と費用を対応させ期間損

益の適正化を図るために行っ

たものであります。また、併

せて他の資産の償却方法につ

いても見直しを行った結果、

建物附属設備及び構築物につ

いては、その使用状況が建物

本体と不可分に使用され、か

つ、減耗状態が同一であるこ

とから、建物と同一の償却方

法が適当であると判断された

ために行ったものでありま

す。 

 この変更により、従来と同

一の方法によった場合に比

し、減価償却費は219百万円少

なく、営業総利益は217百万円

増加し、営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益

はそれぞれ219百万円増加して

おります。 

 なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しております。 

（会計処理方法の変更）  

 当社及び国内連結子会社

は、法人税法改正に伴い、当

中間連結会計期間より、平成

19年４月１日以降に取得した

有形固定資産（車輌運搬具及

び船舶を除く）について、改

正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しておりま

す。  

 これにより、営業利益、経

常利益及び税金等調整前中間

純利益は、それぞれ13百万円

減少しております。 

 なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しております。 

（追加情報）  

 当社及び国内連結子会社

は、法人税法改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得し

た資産（車輌運搬具及び船舶

を除く）については、改正前

の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額

の５％に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。 

 これにより営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純

利益がそれぞれ41百万円減少

しております。 

 なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しております。 

（会計処理方法の変更）  

 建物附属設備、構築物及び

車輌運搬具については、従

来、定率法を採用しておりま

したが、当連結会計年度より

定額法を採用することに変更

しました。 

 この変更は、車輌運搬具に

ついては、自動車ＮＯＸ・Ｐ

Ｍ法のディーゼル車規制によ

る車輌の代替が一段落したこ

とを契機に、車輌運搬具の設

備投資を見直すと共に、償却

方法を検討した結果、車輌の

性能及び耐久性の向上によ

り、稼動が安定し、減耗が利

用期間に応じ平均的に発生す

ることが見込まれるため、減

価償却の期間配分を平準化し

収益と費用を対応させ期間損

益の適正化を図るために行っ

たものであります。また、併

せて他の資産の償却方法につ

いても見直しを行った結果、

建物附属設備及び構築物につ

いては、その使用状況が建物

本体と不可分に使用され、か

つ、減耗状態が同一であるこ

とから、建物と同一の償却方

法が適当であると判断された

ために行ったものでありま

す。 

 この変更により、従来と同

一の方法によった場合に比

し、減価償却費は542百万円少

なく、営業総利益は537百万円

増加し、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益

はそれぞれ542百万円増加して

おります。 

 なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しております。 

  ──────   ② 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

② 無形固定資産 

同左 

 



項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

  (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞

与にあてるため、支給見込額

に基づいて計上しておりま

す。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

同左 

  ③ 役員賞与引当金 

──────   

③ 役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えるた

め、当連結会計年度における

支給見込額の当中間連結会計

期間負担額を計上しておりま

す。 

③ 役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与

にあてるため、支給見込額に

基づいて計上しております。 

  （会計方針の変更）     

 当連結会計年度より、「役

員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号 平成

17年11月29日）を適用してお

ります。 

 この変更により、営業利

益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益はそれぞれ40百

万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しております。 

   ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える 

ため、当連結会計年度末にお 

ける退職給付債務及び年金資 

産の見込額に基づき、当中間 

連結会計期間末において発生 

していると認められる額を計 

上しております。 

 数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（14年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理しております。 

 なお、在外連結子会社は退職

金制度がない為、退職給付引当

金は計上しておりません。 

 ④ 退職給付引当金 

同左 

 ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上して

おります。 

 数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（14年）によ

る定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理しておりま

す。   

 



項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

 当社及び連結子会社の一部

は、役員の退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基づく

中間期末要支給額を計上して

おります。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

 連結子会社の一部は、役員の

退職慰労金の支払に備えるた

め、内規に基づく中間期末要支

給額を計上しております。 

  

 （追加情報）         

 当社は、役員報酬制度見直し

の一環として役員退職慰労金制

度を廃止することとし、平成19

年６月28日開催の定時株主総会

において退職慰労金の打切り支

給議案が承認可決されておりま

す。これにより、当中間連結会

計期間において役員退職慰労引

当金を全額取崩し、打切り支給

額の未払い分については、固定

負債の「その他」に含めて表示

しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

 当社及び連結子会社の一部

は、役員の退職慰労金の支払に

備えるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。 

  (4) 重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に準じた会

計処理によっております。 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

  (5）重要なヘッジ会計の方法 

 ①  ヘッジ会計の方法 

 当社は、繰延ヘッジ処理を行

っております。なお、金利スワ

ップを利用しているものについ

ては、特例処理を適用しており

ます。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

  ①  ヘッジ会計の方法 

同左 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

  ①  ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…デリバティブ

取引（金利ス

ワップ取引） 

ヘッジ対象…変動金利借入

金 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

 当社は、金利相場変動によ

る損失の可能性を減殺するこ

とを目的としてヘッジ会計を

行っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の変動額の累計額

とヘッジ対象の変動額の累計額

を比較して判定しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左  

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  (6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

 消費税及び地方消費税の会

計処理方法は税抜き方式によ

っております。 

(6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

同左 

(6）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書（連結キャッシ

ュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなります。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

     前中間連結会計期間 

     （自  平成18年４月１日  

     至 平成18年９月30日） 

     当中間連結会計期間 

     （自  平成19年４月１日  

     至 平成19年９月30日） 

          前連結会計期間 

     （自  平成18年４月１日  

     至 平成19年３月31日） 

──────   （企業結合に係る会計基準等） ──────   

   当中間連結会計期間より、「企業

結合に係る会計基準」（企業会計審

議会 平成15年10月31日）及び「事

業分離等に関する会計基準」（企業

会計基準第７号 平成17年12月27

日）並びに「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第10号

終改正平成18年12月22日）を適用

しております。  

 

──────   
（ストック・オプション等に関する

会計基準） 
──────   

   当中間連結会計期間より、「スト

ック・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準第８号 平成17

年12月27日）及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号

平成18年５月31日）を適用しており

ます。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益は、それ

ぞれ26百万円減少しております。  

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。  

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 
──────   

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

  当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は47,174百万円でありま

す。 

なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部に

ついては、中間連結財務諸表規則の

改正に伴い、改正後の中間連結財務

諸表規則により作成しておりま

す。  

    当連結会計年度より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は47,950百万円であります。 

 なお、当連結会計年度における連

結貸借対照表の純資産の部について

は、連結財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。  



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

 （中間連結損益計算書関係） 

  「団体定期保険料」は、前中間連結会計期間まで、 

営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました

が、金額的重要性が増したため区分掲記しておりま

す。 

  なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「団体定期保険料」は、124百万円であります。 

──────   



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

           53,832百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

                 54,857百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

                 54,174 百万円 

※２ 担保に供している資産は次の

とおりであります。 

(1）道路交通事業財団 

※２ 担保に供している資産は次の

とおりであります。 

(1）道路交通事業財団 

※２ 担保に供している資産は次の

とおりであります。 

(1）道路交通事業財団 

 消費税及び地方消費税の会計処理方法

は税抜き方式によっております。 

担保資産 対応する債務 

物件 
金額 

(百万円) 
内容 

金額 
(百万円) 

建物 985 一年以内
に返済予
定の長期
借入金 
（短期借
入金に含
む） 

20 車輌運搬具 
(有形固定
資産の「そ
の他」) 

5 

土地 2,393 
長期借入
金 

10 

計 3,384 計 30 

担保資産 対応する債務 

物件 
金額 

(百万円)
内容 

金額 
(百万円)

建物 993 一年以内
に返済予
定の長期
借入金 
（短期借
入金に含
む） 

10車輌運搬具 
(有形固定
資産の「そ
の他」) 

3

土地 2,393    

計 3,390 計 10

担保資産 対応する債務 

物件 
金額 

(百万円) 
内容 

金額 
(百万円)

建物 1,023 一年以内
に返済予
定の長期
借入金 
（短期借
入金に含
む） 

10車輌運搬具 
(有形固定
資産の「そ
の他」) 

4 

土地 2,393    

計 3,421 計 10

(2）その他 

 宅地建物取引業法の規定に

より、投資有価証券（投資そ

の他の資産の「その他」に含

む）９百万円を担保に供して

おります。 

(2）その他 

    同左 

(2）その他 

    同左 

 ３ 偶発債務  ３ 偶発債務  ３ 偶発債務 

(1）保証債務 (1）保証債務 (1）保証債務 

被保証者 
保証金額 
(百万円) 

被保証債務の 
内容 

法人  13社 
個人  1名 

 20 
割賦及びリー
ス債務に対す
る連帯保証 

計 20 － 

被保証者 
保証金額 
(百万円) 

被保証債務の 
内容 

新栄運輸株式
会社他法人３
社 

0
割賦及びリー
ス債務に対す
る連帯保証 

計 0 － 

被保証者 
保証金額 
(百万円) 

被保証債務の 
内容 

新栄運輸株式
会社他法人６
社 

 4 
割賦及びリー
ス債務に対す
る連帯保証 

計 4 － 

 



前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

(2)手形信託に係る偶発債務 

 手形債権流動化による買戻

し条件付手形売却額1,385百万

円に伴う買戻し義務限度額420

百万円があります。 

(2)手形信託に係る偶発債務 

 手形債権流動化による買戻

し条件付手形売却額1,320百万

円に伴う買戻し義務限度額429

百万円があります。 

(2)手形信託に係る偶発債務 

 手形債権流動化による買戻

し条件付手形売却額1,299百万

円に伴う買戻し義務限度額373

百万円があります。 

 ４ 受取手形割引高 17百万円      ──────  ４ 受取手形割引高   14百万円

※５ 中間連結会計期間末日満期手 

 形の処理方法 

  当中間連結会計期間末日は銀行

休業日でありますが、中間連結会

計期間末日満期手形については、

満期日に決済が行われたものとし

て処理しております。 

 中間連結会計期間末残高から除

かれている中間連結会計期間末日

満期手形は次のとおりでありま

す。  

※５ 中間連結会計期間末日満期手 

 形の処理方法 

  当中間連結会計期間末日は銀行

休業日でありますが、中間連結会

計期間末日満期手形については、

満期日に決済が行われたものとし

て処理しております。 

 中間連結会計期間末残高から除

かれている中間連結会計期間末日

満期手形は次のとおりでありま

す。  

※５ 連結会計年度末日満期手形の

処理方法 

  当連結会計年度末日は銀行休業

日でありますが、連結会計年度末

日満期手形については、満期日に

決済が行われたものとして処理し

ております。 

 当連結会計年度末残高から除か

れている期末日満期手形は次のと

おりであります。  

受取手形 351百万円 受取手形    277百万円 受取手形    744百万円

 ６ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行12行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間

連結会計期間末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

 ６ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行12行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間

連結会計期間末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

 ６ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行12行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当連結

会計年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

22,600百万円

借入実行残高  7,750百万円

差引額 14,850百万円

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

22,600百万円

借入実行残高  7,450百万円

差引額 15,150百万円

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

22,600百万円

借入実行残高 8,250百万円

差引額 14,350百万円



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目と金額は次のとおりで

あります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目と金額は次のとおりで

あります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目と金額は次のとおりで

あります。 

給与手当  1,635百万円

賞与引当金繰入

額 
347百万円

退職給付引当金

繰入額 
112百万円

給与手当 1,644百万円

賞与引当金繰入額 280百万円

役員賞与引当金繰

入額 
31百万円

退職給付引当金繰

入額 
   118百万円

給与手当  3,248百万円

賞与引当金繰入額    273百万円

役員賞与引当金繰

入額 
   40百万円

退職給付引当金繰

入額 
   226百万円

貸倒引当金繰入額    26百万円

※２ 固定資産除却損は、建物７百

万円、工具器具備品３百万

円、構築物他９百万円及び撤

去費用23百万円であります。 

※２ 固定資産除却損は、建物19百

万円、構築物３百万円、工具

器具備品他５百万円及び撤去

費用９百万円であります。 

※２ 固定資産除却損は、建物157百

万円、構築物14百万円、工具

器具備品他35百万円及び撤去

費用88百万円であります。 

※３   ────── ※３   ────── ※３ 固定資産売却損は、構築物25

百万円、建物９百万円及び機

械装置他９百万円でありま

す。 

※４   ────── ※４   ────── ※４ 固定資産売却益は、機械装置

18百万円、土地９百万円及び

車輌運搬具他３百万円であり

ます。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※５   ────── ※５   ──────  ※５ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グル

ープは以下の資産グループについて減

損損失を計上しております。  

 当社グループは、管理会計の区分で

ある支店・営業所をグルーピングの単

位とし、賃貸用資産及び遊休地につい

ては個別の資産グループとしておりま

す。その結果、上記の資産グループに

ついて、営業活動から生ずる損益の継

続的なマイナス、または、市場価格の

著しい下落が認められたため、当該資

産グループに係る資産の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額

176百万円を減損損失に計上しまし

た。 

 その内訳は、建物及び構築物155百

万円、土地９百万円、その他０百万

円、無形固定資産３百万円、リース資

産６百万円であります。 

 なお、資産グループの回収可能価額

は正味売却価額と使用価値のいずれか

高い価額としており、正味売却価額

は、不動産鑑定士による鑑定評価額に

基づき算定し、使用価値は将来キャッ

シュ・フローを5.3％で割り引いて算

定しております。 

用途 場所 種類 
金額 

 (百万円)

物流セ

ンター 
岡山県岡山市 

建物及び

構築物、

その他、

無形固定

資産、リ

ース資産 

167 

遊休地 
 宮崎県日向

市 
土地 9 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．自己株式の増加396,988株は、単元未満株式の買取りによる増加11,988株及び平成18年７月31日取締役会決 

      議に基づく取得385,000株であります。 

    ２．自己株式の減少2,000株は、単元未満株式の買い増し請求によるものであります。 

 ２．配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 

 （２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

  
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間

末株式数（株） 

 発行済株式        

   普通株式  111,746,167 － － 111,746,167 

合計 111,746,167 － － 111,746,167 

 自己株式         

   普通株式 （注）１,２ 86,526 396,988 2,000 481,514 

合計 86,526 396,988 2,000 481,514 

決議 
株式の種類 

配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 530 4.75  平成18年３月31日 

 平成18年６月29日 

（定時株主総会後） 

決議 

株式の種類 配当の原資  
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年10月26日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 445 4.00  平成18年９月30日  平成18年12月11日



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．自己株式の増加18,956株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

    ２．自己株式の減少1,326株は、単元未満株式の買い増し請求によるものであります。 

  ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 ３．配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 

 （２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

  
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間

末株式数（株） 

 発行済株式        

   普通株式  111,746,167 － － 111,746,167 

合計 111,746,167 － － 111,746,167 

 自己株式         

   普通株式 （注）１,２ 1,151,067 18,956 1,326 1,168,697 

合計 1,151,067 18,956 1,326 1,168,697 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる

株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  当中間連結

会計期間末

残高 

（百万円）

前連結会計

年度末  

当中間連結

会計期間

増加  

当中間連結

会計期間

減少  

当中間連結

会計期間末  

提出会社  ストック・オプションとし

ての新株予約権 
 －     －     －     －     － 26 

 合計  －     －     －     －     － 26 

決議 
株式の種類 

配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 442 4.00  平成19年３月31日 

 平成19年６月28日 

（定時株主総会後） 

決議 

株式の種類 配当の原資  
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年10月25日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 442 4.00  平成19年９月30日  平成19年12月10日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．自己株式の増加1,068,007株は、単元未満株式の買取りによる増加36,007株及び平成18年７月31日取締役会 

      決議に基づく取得1,032,000株であります。 

    ２．自己株式の減少3,466株は、単元未満株式の買い増し請求によるものであります。 

 ２．配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 

 （２）基準日が当連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当連結会計年度増加

株式数（株） 

当連結会計年度減少

株式数（株） 

当連結会計年度末 

株式数（株） 

 発行済株式        

   普通株式  111,746,167 － － 111,746,167 

合計 111,746,167 － － 111,746,167 

 自己株式         

   普通株式 （注）１,２ 86,526 1,068,007 3,466 1,151,067 

合計 86,526 1,068,007 3,466 1,151,067 

決議 
株式の種類 

配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 530 4.75  平成18年３月31日 

 平成18年６月29日 

（定時株主総会後） 

平成18年10月26日 

取締役会 
普通株式 445 4.00  平成18年９月30日  平成18年12月11日 

決議 

株式の種類 配当の原資  
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 442 4.00  平成19年３月31日 

 平成19年６月28日 

（定時株主総会後）



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係  

 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

記載されている現金及び預金勘

定の残高とは一致しておりま

す。 

※１現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係  

同左    

※１現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

  

 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に記載され

ている現金及び預金勘定の残高

とは一致しております。 



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び期末残

高相当額 

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

減損損
失累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

その他 24,612 10,524 524 13,563 

合計 24,612 10,524 524 13,563 

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

減損損
失累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

その他 25,390 10,691 207 14,491

合計 25,390 10,691 207 14,491

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

減損損
失累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

その他 27,085 10,919 530 15,635

合計 27,085 10,919 530 15,635

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額等 

 未経過リース料中間期末残高 

 相当額 

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額等 

 未経過リース料中間期末残高 

 相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当

額等 

 未経過リース料期末残高相当 

 額 

１年内 4,518百万円

１年超 10,158百万円

合計 14,677百万円

１年内 4,176百万円

１年超 11,044百万円

合計 15,220百万円

１年内 4,740百万円

１年超 12,213百万円

合計 16,953百万円

リース資産減損

勘定の残高 
  423百万円

リース資産減損

勘定の残高 
131百万円

リース資産減損

勘定の残高 
395百万円

(3）支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損

損失 

(3）支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損

損失 

(3）支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損

損失 

支払リース料  2,477百万円

リース資産減損

勘定の取崩額 
34百万円

減価償却費相当

額 
2,281百万円

支払利息相当額  197百万円

支払リース料 2,492百万円

リース資産減損

勘定の取崩額 
263百万円

減価償却費相当

額 
2,290百万円

支払利息相当額 200百万円

支払リース料  5,096百万円

リース資産減損

勘定の取崩額 
68百万円

減価償却費相当

額 
4,445百万円

支払利息相当額 454百万円

減損損失 6百万円

(4）減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

 減価償却費の算定方法は、リ

ース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によって

おります。また、利息相当額の

算定方法は、リース料総額とリ

ース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法

によっております。 

(4）減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

同左 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 627百万円

１年超 7,814百万円

合計 8,442百万円

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内  1,553百万円

１年超 13,712百万円

合計 15,266百万円

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 1,553百万円

１年超 14,489百万円

合計 16,043百万円



（有価証券関係） 

Ⅰ 前中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べて50％程度以上下落した場合には回復の可能性がないものとみ

なし、30％～50％程度下落した場合は、個別銘柄毎に回復可能性の判定を行い減損処理の要否を決定しておりま

す。なお、当中間連結会計期間において該当する銘柄はありません。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

Ⅱ 当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べて50％程度以上下落した場合には回復の可能性がないものとみ

なし、30％～50％程度下落した場合は、個別銘柄毎に回復可能性の判定を行い減損処理の要否を決定しておりま

す。なお、当中間連結会計期間において該当する銘柄はありません。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 712 1,133 420 

(2)債券       

① 国債・地方債等 9 9 0 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3)その他 1 1 △0 

計 723 1,144 420 

非上場株式 （百万円） 444 

投資事業有限責任組合への出資 （百万円） 80 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 837 1,185 347 

(2)債券       

① 国債・地方債等 9 9 0 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3)その他 － － － 

計 847 1,195 348 

非上場株式 （百万円） 397 



Ⅲ 前連結会計年度末（平成19年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べて50％程度以上下落した場合には回復の可能性がないものとみ

なし、30％～50％程度下落した場合は、個別銘柄毎に回復可能性の判定を行い減損処理の要否を決定しておりま

す。なお、当連結会計期間において該当する銘柄はありません。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。 

  取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 708 1,193 485 

(2）債券       

① 国債・地方債等 9 9 0 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3）その他 － － － 

計 717 1,203 485 

非上場株式 （百万円） 396 

投資事業有限責任組合への出資 （百万円） 69 



（ストック・オプション等関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費   26百万円 

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

センコー株式会社 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

  平成19年ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数  当社取締役 10名、当社監査役 3名、当社執行役員 9名 

 株式の種類別のストック・オプションの付与数  普通株式 79,000株 

 付与日  平成19年７月20日 

 権利確定条件 

①新株予約権者は、当社及び当社連結子会社の取締役、

監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の

翌日から新株予約権行使期間の満了日まで、新株予約

権を行使できるものとします。 

②新株予約権者が死亡した場合、その相続人（新株予約

権者の配偶者、子、１親等の直系尊属に限る。）は新

株予約権者が死亡した日の翌日から３ヶ月を経過する

日までの間に限り新株予約権を行使することができる

ものとします。 

③その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、

当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当

契約書にて定めるものとします。 

 対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。 

 権利行使期間  自 平成19年７月21日 至 平成39年６月30日 

 権利行使価格  １株あたり１円 

 付与日における公正な評価単価  331円 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  
        

  

項目 
運送事業 
(百万円) 

流通加工事業
(百万円) 

その他事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

営業収益             

(1）外部顧客に対する営

業収益 
60,610 28,550 8,439 97,601 － 97,601 

(2）セグメント間の内部

営業収益または振替

高 

1,421 1,724 5,906 9,053 (9,053) － 

計 62,032 30,275 14,346 106,654 (9,053) 97,601 

営業費用 60,531 29,592 14,127 104,251 (9,036) 95,215 

営業利益 1,501 682 218 2,402 (17) 2,385 

項目 
運送事業 
(百万円) 

流通加工事業
(百万円) 

その他事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

営業収益             

(1）外部顧客に対する営

業収益 
60,942 30,445 7,990 99,378 － 99,378 

(2）セグメント間の内部

営業収益または振替

高 

1,591 1,790 6,117 9,499 (9,499)  － 

計 62,534 32,236 14,107 108,878 (9,499)  99,378 

営業費用 61,078 31,161 13,886 106,126 (9,432)  96,693 

営業利益 1,455 1,075 221 2,752 (66)  2,685 

項目 
運送事業 
(百万円) 

流通加工事業
(百万円) 

その他事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

営業収益             

(1）外部顧客に対する営

業収益 
122,203 58,680 17,305 198,189 － 198,189 

(2）セグメント間の内部

営業収益または振替

高 

3,061 3,664 11,076 17,803 (17,803)  － 

計 125,265 62,345 28,381 215,992 (17,803)  198,189 

営業費用 122,016 60,609 27,844 210,471 (17,773)  192,698 

営業利益 3,249 1,735 536 5,521 (30)  5,491 



   （注)１．事業区分は、事業内容およびその相互関連性に基づき区分しております。 

        ２．各事業の主な内容 

        ３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。 

        ４．会計処理基準の変更 

    （前中間連結会計期間）  

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の４．（2）に記載のとおり、当中間連結会計期間よ

り建物附属設備、構築物及び車輌運搬具の減価償却の方法を定率法から定額法に変更しております。減価償

却方法の変更に伴い、従来と同一の方法によった場合に比し、営業費用は、運送事業が106百万円、流通加工

事業が107百万円、その他事業が5百万円減少し、営業利益が同額増額しております。 

    （当中間連結会計期間）  

有形固定資産の減価償却方法の変更 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４．（2）①に記載のとおり、当社及び国内連結子

会社は、法人税法改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産

（車輌運搬具及び船舶を除く）について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

この変更に伴い、従来と同一の方法によった場合に比し、営業費用は、運送事業が５百万円、流通加工事業

が７百万円、その他事業が１百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

 また、平成19年３月31日以前に取得した資産（車輌運搬具及び船舶を除く）については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しておりま

す。この変更に伴い、従来と同一の方法によった場合に比し、営業費用は、運送事業が13百万円、流通加工

事業が27百万円、その他事業が１百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

ストック・オプション等に関する会計基準 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より

「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31日）を適用して

おります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比し、営業費用は、運送事業が16百万円、流通加工事

業が９百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

    （前連結会計年度）  

有形固定資産の減価償却方法の変更 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４．（2）①に記載のとおり、当連結会計年度より

建物附属設備、構築物及び車輌運搬具の減価償却の方法を定率法から定額法に変更しております。減価償却

方法の変更に伴い、従来と同一の方法によった場合に比し、営業費用は、運送事業が262百万円、流通加工事

業が256百万円、その他事業が24百万円減少し、営業利益が同額増加しております。 

役員賞与に関する会計基準 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(3）③に記載のとおり、当連結会計年度より「役

員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。この変更に伴

い、従来と同一の方法によった場合に比し、「消去又は全社」の営業費用は40百万円増加し、営業利益が同額

減少しております。 

(1)運送事業 

貨物自動車運送事業、特別積合せ貨物運送、貨物自動車利用運送事

業、鉄道利用運送事業、海上運送事業及び内航運送業、港湾運送事

業、国際運送取扱業 等 

(2)流通加工事業 
倉庫業、荷主の構内における原材料及び製品の包装・移動等の作

業、物流センターの運営 等 

(3)その他事業 
石油類販売事業、情報処理機器販売業、情報処理受託業、自動車修

理事業 等 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 全セグメントの営業収益の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 全セグメントの営業収益の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 全セグメントの営業収益の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

【海外営業収益】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 海外営業収益は連結営業収益の10％に満たないので、海外営業収益の記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 海外営業収益は連結営業収益の10％に満たないので、海外営業収益の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 海外営業収益は連結営業収益の10％に満たないので、海外営業収益の記載を省略しております。 



（企業結合等関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

  当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （パーチェス法適用） 

 １．相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式 

  （1）相手企業の名称及び取得した事業の内容 

      相手企業  株式会社エーラインアマノ 

      事業内容  建設用資材の輸送等 

  （2）企業結合を行った主な理由 

      同社は、大手住宅メーカー・建材メーカーを主要顧客に、住宅物流に精通しており、同社が保有する顧客基

盤、人材、輸送力などの経営資産を 大限に活用し、センコーグループの住宅物流事業の新たな成長軸のひと

つとするため。 

  （3）企業結合日 

       平成19年７月31日（事業譲受日） 

  （4）企業結合の法的形式 

      事業譲受（新たに設立した東京アポロ株式会社をセンコーエーラインアマノ株式会社に社名変更し事業譲受）

  （5）結合後企業の名称 

       センコーエーラインアマノ株式会社（提出会社の連結子会社） 

  

 ２．中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

    平成19年８月１日から平成19年９月30日 

 ３．取得した原価の取得原価及びその内訳 

    取得原価 1,108百万円 

    その内訳 事業譲受の対価 1,108百万円 

 ４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

  （1）発生したのれんの金額  900百万円 

  （2）発生原因 

        企業結合時の時価純資産額が取得原価を下回ったため、その差額をのれんとして認識しております。  

  （3）償却方法及び償却期間  20年定額法で償却しております。 

 ５．企業結合日に受入れた資産の額及びその主な内訳 

構築物          11百万円 

車輌運搬具他       196百万円 

    合計           207百万円 

 ６．当該企業結合が当期首に完了したと仮定したときの当中間連結会計期間の中間連結損益計算書への影響の概算額 

金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

なお、当該注記については監査証明を受けておりません。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 



（開示対象特別目的会社関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

  当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要 

   当社は、資金調達の多様化とコスト低減を図る為、特別目的会社を利用し、物流施設不動産の開発への投資（匿名組

合出資）を実施しております。また、当社はこれらの特別目的会社との間で開発完了後の当該開発物件に関する賃貸借契

約を締結しております。当該特別目的会社による開発は、当社が計画を策定、総合建設会社に建設を発注し、また当社か

らの匿名組合出資の他、各金融機関からのノンリコースローンによる資金調達により行われております。当社は、プロジ

ェクト終了後、拠出した匿名組合出資金を適切に回収する予定であり、平成19年９月末現在、将来における損失負担の可

能性はないと判断しております。 

 これまで出資を行い、平成19年９月末において、取引残高のある特別目的会社は４社ありますが、内１社については、

組成直後の為決算数値が確定しておりません。 

 特別目的会社３社の直近の決算日における資産総額（単純合算）は、12,432百万円、負債総額（単純合算）は8,623百

万円です。また、いずれの特別目的会社についても、当社は議決権のある出資等は有しておらず、役員や従業員の派遣も

ありません。 

２．当中間連結会計期間における特別目的会社との取引金額等 

 当中間連結会計期間における、特別目的会社との取引金額は、次のとおりであります。 

 （注） 匿名組合出資金に係る取引金額は、当期における出資額によって記載しております。平成19年９月末現在、不

動産の開発に係る匿名組合出資金の残高は、5,151百万円であります。この出資金については、決算確定前の１

社を含んだ４社の合計額となっています。主な損益については、決算未確定の１社を除く３社の合計額となって

います。また、当該匿名組合出資金に係る分配金は、営業外収益に計上されています。この分配金は、不動産収

益から租税公課・減価償却費、支払利息等を控除したものです。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

 
中間連結会計期間末残高

（百万円） 

主な損益 

項目 金額（百万円） 

 匿名組合出資金（注） 5,151 
 支払賃料 

 分配金 

699 

254 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は

以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

１株当たり純資産額 423円98銭

１株当たり中間純利益

金額 
10円07銭

  

１株当たり純資産額  442円64銭

１株当たり中間純利益

金額 
12円06銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 
11円67銭

   なお、潜在株式調整後１株当たり 

 当期純利益金額については、潜在株 

 式が存在しないため記載しておりま 

 せん。 

１株当たり純資産額 433円57銭

１株当たり当期純利益

金額 
22円80銭

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益金額       

中間（当期）純利益（百万円） 1,123 1,334 2,535 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
1,123 1,334 2,535 

期中平均株式数（千株） 111,583 110,587 111,201 

       

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額 
     

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － － 

普通株式増加数（千株） － 3,720 － 

（うち新株予約権） － (31) － 

（うち転換社債型新株予約権付社債）   (3,688)   

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

－ － － 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   9,426   10,236 9,493   

２ 受取手形 ※５ 1,436   827 1,003   

３ 営業未収入金   20,667   19,849 20,114   

４ 販売用不動産   38   23 23   

５ 貯蔵品   73   69 64   

６ その他   4,577   5,042 4,541   

７ 貸倒引当金   △9   △12 △13   

流動資産合計     36,211 28.8 36,036 27.2   35,228 27.4

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※1.2         

(1）建物   29,995   29,514 29,369   

(2）土地   31,649   31,500 31,637   

(3）その他   6,137   7,236 6,671   

有形固定資産計   67,782   68,250 67,678   

２ 無形固定資産   803   870 816   

３ 投資その他の資産           

(1) 保証金   6,775   6,917 6,919   

(2）繰延税金資産   5,605   5,131 5,256   

(3）その他 ※２ 8,897   15,387 12,711   

(4）貸倒引当金   △178   △224 △192   

投資その他の資産計   21,099   27,212 24,695   

固定資産合計     89,686 71.2 96,333 72.8   93,190 72.6

資産合計     125,897 100.0 132,370 100.0   128,419 100.0 

                  

 



    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形   2,440   2,049 2,021   

２ 営業未払金   13,200   12,683 12,935   

３ 短期借入金   9,950   8,950 11,950   

４ 一年以内に返済
予定の長期借入
金 

※２ 8,016   5,428 4,209   

５ 未払法人税等   844   914 970   

６ 賞与引当金   2,385   2,235 2,015   

７ 役員賞与引当金   －   31 40   

８ その他   5,367   6,238 6,279   

流動負債合計     42,204 33.5 38,532 29.1   40,422 31.5

Ⅱ 固定負債           

１ 社債   7,000   7,000 7,000   

２ 転換社債型新株
予約権付社債 

  －   5,000 －   

３ 長期借入金 ※２ 17,087   21,859 21,183   

４ 退職給付引当金   9,697   9,356 9,416   

５ 役員退職慰労引
当金 

  154   － 174   

６ 船舶特別修繕引
当金 

  7   12 9   

７ その他   3,456   3,094 3,384   

固定負債合計     37,403 29.7 46,321 35.0   41,167 32.0

負債合計     79,607 63.2 84,853 64.1   81,590 63.5

 



    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

 （純資産の部）                 

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     18,295 14.5 18,295 13.8   18,295 14.2 

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金   16,386   16,386 16,386   

(2) その他資本剰余 
    金 

  171   171 171   

  資本剰余金合計     16,558 13.1 16,558 12.5   16,558 12.9 

３ 利益剰余金                 

(1) 利益準備金   1,505     1,505   1,505     

(2) その他利益剰余 
    金 

          

  固定資産圧縮積 
    立金 

  1,445   1,445 1,445   

  特別償却積立金   11   11 11   

  別途積立金   6,367   7,817 6,367   

   繰越利益剰余金   2,082   2,135 2,816   

  利益剰余金合計     11,412 9.1 12,915 9.8   12,146 9.5 

４ 自己株式     △174 △0.1 △425 △0.3   △418 △0.3

  株主資本合計     46,092 36.6 47,344 35.8   46,581 36.3 

Ⅱ 評価・換算差額等                 

１ その他有価証券評
価差額金 

    197 0.2 146 0.1   248 0.2 

２ 繰延ヘッジ損益     △0 △0.0 － －   △1 △0.0 

  評価・換算差額等合
計 

    197 0.2 146 0.1   247 0.2

 Ⅲ 新株予約権     － － 26 0.0   － －

 純資産合計     46,289 36.8 47,516 35.9   46,829 36.5 

 負債純資産合計     125,897 100.0 132,370 100.0   128,419 100.0 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 営業収益     86,159 100.0 87,001 100.0   174,828 100.0 

Ⅱ 営業原価     81,116 94.1 81,557 93.8   163,961 93.8

営業総利益     5,042 5.9 5,443 6.2   10,866 6.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    2,939 3.5 3,076 3.5   6,108 3.5

営業利益     2,103 2.4 2,367 2.7   4,758 2.7

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   77   104 172   

２ 受取配当金   222   385 403   

３ その他   270 571 0.7 224 714 0.8 647 1,223 0.7

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息 ※２ 273   376 626   

２ その他   174 448 0.5 284 660 0.7 450 1,076 0.6

経常利益     2,226 2.6 2,421 2.8   4,905 2.8

Ⅵ 特別利益     － － － －   138 0.1

Ⅶ 特別損失     91 0.1 195 0.2   605 0.4

税引前中間（当
期）純利益 

    2,134 2.5 2,225 2.6   4,438 2.5

法人税、住民税及
び事業税 

  831   857 1,532   

法人税等調整額   105 936 1.1 157 1,014 1.2 529 2,061 1.1

中間（当期）純利
益 

    1,198 1.4 1,211 1.4   2,376 1.4

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

     前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

資本 

準備金 

その他

資本剰

余金 

資本 

剰余金

合計 

利益 

準備金

その他利益剰余金 
利益 

剰余金 

合計 

固定資

産圧縮

積立金

特別償

却積立

金 

別途 

積立金

繰越 

利益 

剰余金 

平成18年３月31日 残 

高 

（百万円） 

18,295 16,386 171 16,558 1,505 1,448 19 5,217 2,580 10,771 △33 45,592

中間会計期間中の変動

額 
                       

固定資産圧縮積立金

の取崩し（注） 
          △3     3 －   － 

特別償却積立金の取

崩し（注） 
            △7   7 －   － 

別途積立金の積立て

（注） 
              1,150 △1,150 －   － 

剰余金の配当（注）                 △530 △530   △530

役員賞与（注）                 △26 △26   △26

中間純利益                 1,198 1,198   1,198

自己株式の取得                     △142 △142

自己株式の処分     △0 △0             0 0

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） 

                        

中間会計期間中の変動

額合計        

（百万円） 

－ － △0 △0 － △3 △7 1,150 △498 641 △141 500

平成18年９月30日  

残高        

（百万円） 

18,295 16,386 171 16,558 1,505 1,445 11 6,367 2,082 11,412 △174 46,092



 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算 

差額等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円）
289 － 289 － 45,881

中間会計期間中の変動額          

固定資産圧縮積立金の取崩し

（注） 
        － 

特別償却積立金の取崩し（注）         － 

別途積立金の積立て（注）         － 

剰余金の配当（注）         △530

役員賞与（注）         △26

中間純利益         1,198

自己株式の取得         △142

自己株式の処分         0

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
△92 △0 △92 － △92

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円）
△92 △0 △92 － 407

平成18年９月30日 残高 

（百万円）
197 △0 197 － 46,289



     当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

資本 

準備金 

その他

資本剰

余金 

資本 

剰余金

合計 

利益 

準備金

その他利益剰余金 
利益 

剰余金 

合計 

固定資

産圧縮

積立金

特別償

却積立

金 

別途 

積立金

繰越 

利益 

剰余金 

平成19年３月31日 残

高 

（百万円） 

18,295 16,386 171 16,558 1,505 1,445 11 6,367 2,816 12,146 △418 46,581

中間会計期間中の変動

額 
                       

別途積立金の積立て               1,450 △1,450 －   － 

剰余金の配当                 △442 △442   △442

中間純利益                 1,211 1,211   1,211

自己株式の取得                     △7 △7

自己株式の処分     0 0             0 0

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） 

                        

中間会計期間中の変動

額合計        

（百万円） 

－ － 0 0 － － － 1,450 △680 769 △6 762

平成19年９月30日 残

高        

（百万円） 

18,295 16,386 171 16,558 1,505 1,445 11 7,817 2,135 12,915 △425 47,344



 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算 

差額等合計 

平成19年３月31日 残高 

（百万円）
248 △1 247 － 46,829

中間会計期間中の変動額          

別途積立金の積立て         － 

剰余金の配当         △442

中間純利益         1,211

自己株式の取得         △7

自己株式の処分         0

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
△102 1 △100 26 △74

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円）
△102 1 △100 26 687

平成19年９月30日 残高 

（百万円）
146 － 146 26 47,516



     前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

資本 

準備金 

その他

資本剰

余金 

資本 

剰余金

合計 

利益 

準備金

その他利益剰余金 
利益 

剰余金 

合計 

固定資

産圧縮

積立金

特別償

却積立

金 

別途 

積立金

繰越 

利益 

剰余金 

平成18年３月31日 残

高 

（百万円） 

18,295 16,386 171 16,558 1,505 1,448 19 5,217 2,580 10,771 △33 45,592

事業年度中の変動額                        

固定資産圧縮積立金

の取崩し（注） 
          △3     3 －   － 

特別償却積立金の取

崩し（注） 
            △7   7 －   － 

別途積立金の積立て

（注） 
              1,150 △1,150 －   －

剰余金の配当（注）                 △530 △530   △530

剰余金の配当                 △445 △445   △445

役員賞与（注）                 △26 △26   △26

当期純利益                 2,376 2,376   2,376

自己株式の取得                     △387 △387

自己株式の処分     △0 △0             1 1

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額（純額） 

                        

事業年度中の変動額合

計        

（百万円） 

－ － △0 △0 － △3 △7 1,150 235 1,375 △385 989

平成19年３月31日 残

高        

（百万円） 

18,295 16,386 171 16,558 1,505 1,445 11 6,367 2,816 12,146 △418 46,581



 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算 

差額等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円）
289 － 289 － 45,881

事業年度中の変動額          

固定資産圧縮積立金の取崩し

（注） 
        － 

特別償却積立金の取崩し（注）         － 

別途積立金の積立て（注）         － 

剰余金の配当（注）         △530

剰余金の配当         △445

役員賞与（注）         △26

当期純利益         2,376

自己株式の取得         △387

自己株式の処分         1

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額） 
△40 △1 △42 － △42

事業年度中の変動額合計 

（百万円）
△40 △1 △42 － 947

平成19年３月31日 残高 

（百万円）
248 △1 247 － 46,829



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

…移動平均法に基づく原価

法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

… 同左 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

… 同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定し

ております。） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

… 同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定してお

ります。） 

  時価のないもの 

…移動平均法に基づく原価

法 

時価のないもの 

… 同左 

時価のないもの 

… 同左 

  (2）デリバティブ 

…時価法 

(2）デリバティブ 

… 同左 

(2）デリバティブ 

… 同左 

  (3）たな卸資産 

販売用不動産 

…個別法に基づく原価法 

(3）たな卸資産 

販売用不動産 

… 同左 

(3）たな卸資産 

販売用不動産 

… 同左 

  貯蔵品 

…移動平均法に基づく原価

法 

貯蔵品 

… 同左 

貯蔵品 

… 同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 建物、構築物、船舶、車輌運

搬具及び総合物流研修センター

事業の設備については定額法、

それ以外については、定率法を

採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。  

建物及び構築物 ３～60年

機械装置及び車輌運搬具 

  ３～17年

(1）有形固定資産 

 定額法を採用しております。

但し、機械装置及び工具器具備

品については、定率法を採用し

ております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。  

建物及び構築物 ３～60年

機械装置及び車輌運搬具 

  ３～17年

(1）有形固定資産 

… 同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  （会計処理方法の変更） 

 建物附属設備、構築物及び車

輌運搬具については、従来、定

率法を採用しておりましたが、

当中間会計期間より定額法を採

用することに変更しました。 

 この変更は、車輌運搬具につ

いては、自動車ＮＯＸ・ＰＭ法

のディーゼル車規制による車輌

の代替が一段落したことを契機

に、車輌運搬具の設備投資を見

直すと共に、償却方法を検討し

た結果、車輌の性能及び耐久性

の向上により、稼動が安定し、

減耗が利用期間に応じ平均的に

発生することが見込まれるた

め、減価償却の期間配分を平準

化し収益と費用を対応させ期間

損益の適正化を図るために行っ

たものであります。また、併せ

て他の資産の償却方法について

も見直しを行った結果、建物附

属設備及び構築物については、

その使用状況が建物本体と不可

分に使用され、かつ、減耗状態

が同一であることから、建物と

同一の償却方法が適当であると

判断されたために行ったもので

あります。 

 この変更により、従来と同一

の方法によった場合に比し、減

価償却費は163百万円少なく、営

業総利益は162百万円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前中

間純利益はそれぞれ163百万円増

加しております。   

（会計処理方法の変更）  

  法人税法改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年４

月１日以降に取得した有形固

定資産（車輌運搬具及び船舶

を除く）について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。  

 これにより、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益

は、それぞれ10百万円減少し

ております。 

（追加情報）  

 法人税法改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した

資産（車輌運搬具及び船舶を

除く）については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌

事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上

しております。 

 これにより営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益が

それぞれ39百万円減少してお

ります。 

（会計処理方法の変更） 

 建物附属設備、構築物及び車

輌運搬具については、従来、定

率法を採用しておりましたが、

当事業年度より定額法を採用す

ることに変更しました。 

 この変更は、車輌運搬具につ

いては、自動車ＮＯＸ・ＰＭ法

のディーゼル車規制による車輌

の代替が一段落したことを契機

に、車輌運搬具の設備投資を見

直すと共に、償却方法を検討し

た結果、車輌の性能及び耐久性

の向上により、稼動が安定し、

減耗が利用期間に応じ平均的に

発生することが見込まれるた

め、減価償却の期間配分を平準

化し収益と費用を対応させ期間

損益の適正化を図るために行っ

たものであります。また、併せ

て他の資産の償却方法について

も見直しを行った結果、建物附

属設備及び構築物については、

その使用状況が建物本体と不可

分に使用され、かつ、減耗状態

が同一であることから、建物と

同一の償却方法が適当であると

判断されたために行ったもので

あります。 

 この変更により、従来と同一

の方法によった場合に比し、減

価償却費は404百万円少なく、営

業総利益は401百万円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前当

期純利益はそれぞれ404百万円増

加しております。  

  (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2)無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

にあてるため、支給見込額に基

づいて計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 

  ───── (3）役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えて、

当期における支給見込額の当

中間期末負担額を計上してお

ります。 

(3）役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与

にあてるため、支給見込額に

基づいて計上しております。  

  

  （会計方針の変更）      

 当事業年度より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会

計基準第４号 平成17年11月

29日）を適用しております。 

 この変更により、営業利

益、経常利益及び税引前当期

純利益はそれぞれ40百万円減

少しております。 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（14年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理してお

ります。 

(4）退職給付引当金 

同左 

(4）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた 

 め、当期末における退職給付債 

 務及び年金資産の見込額に基づ  

 き計上しております。 

   数理計算上の差異は、各事業 

 年度の発生時における従業員の 

 平均残存勤務期間以内の一定の 

 年数（14年）による定額法によ 

 り按分した額をそれぞれ発生の 

 翌事業年度から費用処理してお 

 ります。 

  (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えて内規に基づく中間期末要支

給額を計上しております。 

(5）役員退職慰労引当金 

───── 

  

  

 （追加情報）         

 従来、役員に対する退職慰労

金の支給に備えるため、内規に

基づく中間期末要支給額を計上

しておりましたが、役員報酬制

度見直しの一環として役員退職

慰労金制度を廃止することと

し、平成19年６月28日開催の定

時株主総会において退職慰労金

の打切り支給議案が承認可決さ

れております。 

 これにより、当中間会計期間

において役員退職慰労引当金を

全額取崩し、打切り支給額の未

払い分については、固定負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

(5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えて内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に準じた会

計処理によっております。 

同左 同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を行っており

ます。なお金利スワップを利用

しているものについては、特例

処理を適用しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

…デリバティブ取引 

（金利スワップ取引） 

ヘッジ対象 

…変動金利借入金 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

 金利相場変動による損失の可

能性を減殺することを目的とし

てヘッジ会計を行っておりま

す。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の変動額の累計額

とヘッジ対象の変動額の累計額

を比較して判定しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法  

同左  

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計

処理方法は、税抜き方式によっ

ております。 

 消費税等の会計処理方法 

同左 

 消費税等の会計処理方法 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

 前中間会計期間 

 （自  平成18年４月１日  

   至 平成18年９月30日） 

 当中間会計期間 

 （自  平成19年４月１日  

   至 平成19年９月30日） 

 前事業年度 

（自  平成18年４月１日  

  至 平成19年３月31日） 

──────   
（ストック・オプション等に関する会

計基準）              
──────   

 

 当中間会計期間より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準第８号 平成17

年12月27日）及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号

平成18年５月31日）を適用しており

ます。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は、それぞれ26

百万円減少しております。  

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関 

 する会計基準） 
──────   

（貸借対照表の純資産の部の表示に関 

 する会計基準） 

   当中間会計期間より、「貸借対照 

 表の純資産の部の表示に関する会計 

 基準」（企業会計基準第５号 平成 

 17年12月９日）及び「貸借対照表の 

 純資産の部の表示に関する会計基準 

 等の適用指針」（企業会計基準適用 

 指針第８号 平成17年12月９日）を 

 適用しております。 

  従来の「資本の部」の合計に相当 

 する金額は46,289百万円でありま 

 す。 

  なお、当中間会計期間における 

 中間貸借対照表の純資産の部につい 

 ては、中間財務諸表等規則の改正に 

 伴い、改正後の中間財務諸表等規則 

 により作成しております。     

 

  当事業年度より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適

用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は46,829百万円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 51,316百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

52,399百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

          51,752百万円 

※２ 担保に供している資産は次の

とおりであります。 

(1）道路交通事業財団 

※２ 担保に供している資産は次の

とおりであります。 

(1）道路交通事業財団 

※２ 担保に供している資産は次の

とおりであります。 

(1)道路交通事業財団 

担保資産 対応する債務 

物件 
金額 

(百万円) 
内容 

金額 
(百万円) 

建物      985 一年以内
に返済予
定の長期
借入金 

20 

車輌運搬具  5 

(有形固定
資産の「そ
の他」) 

     

土地  2,393 
長期借入
金 

10 

計 3,384 計 30 

担保資産 対応する債務 

物件 
金額 

(百万円)
内容 

金額 
(百万円)

建物    993 一年以内
に返済予
定の長期
借入金 

10

車輌運搬具 3

(有形固定 
資産の「そ
の他」) 

土地 2,393    

計 3,390 計 10

担保資産 対応する債務 

物件 
金額 

(百万円) 
内容 

金額 
(百万円)

建物  1,023 一年以内
に返済予
定の長期
借入金 

20

車輌運搬具 4 

(有形固定
資産の「そ
の他」) 

    

土地   2,393    

計 3,421 計 20

(2）その他 

   宅地建物取引業法の規定

により、投資有価証券（投

資その他の資産「その他」

に含む）の９百万円を担保

に供しております。 

(2）その他 

     同左 

(2）その他 

     同左 

 ３ 偶発債務 

(1）保証債務 

① 関係会社 

 ３ 偶発債務 

(1）保証債務 

① 関係会社 

 ３ 偶発債務 

(1）保証債務 

① 関係会社 

被保証者 
保証金額 
(百万円) 

被保証債務の 
内容 

センコー商
事株式会社 

 401 
仕入債務に対
する連帯保証 

大阪センコ
ー運輸整備
株式会社 

 6 
未払債務に対
する連帯保証 

その他 8社  20 
借入債務及び
未払債務に対
する連帯保証 

計 428 － 

被保証者 
保証金額 
(百万円) 

被保証債務の 
内容 

センコー商
事株式会社 

505
仕入債務に対
する連帯保証 

大阪センコ
ー運輸整備
株式会社 

7
未払債務に対
する連帯保証 

その他 9社 21
未払債務に対
する連帯保証 

計 534 － 

被保証者 
保証金額 
(百万円) 

被保証債務の 
内容 

センコー商
事株式会社 

358 
仕入債務に対
する連帯保証 

大阪センコ
ー運輸整備
株式会社 

 7 
未払債務に対
する連帯保証 

その他 8社  22 
未払債務に対
する連帯保証 

計 389 － 

 



前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

② その他 ② その他 ② その他 

被保証者 
保証金額 
(百万円) 

被保証債務の 
内容 

法人 13社 
個人 １名 

 20 
割賦及びリー
ス債務に対す
る連帯保証 

計 20 － 

被保証者 
保証金額 
(百万円) 

被保証債務の 
内容 

新栄運輸株式
会社他法人３
社 

0
割賦及びリー
ス債務に対す
る連帯保証 

計 0 － 

被保証者 
保証金額 
(百万円) 

被保証債務の 
内容 

新栄運輸株式
会社他法人６
社 

 4 
割賦及びリー
ス債務に対す
る連帯保証 

計 4 － 

(2）手形信託に係る偶発債務 

 手形債権流動化による買戻

し条件付手形売却額1,385百万

円に伴う買戻し義務限度額420

百万円があります。 

(2）手形信託に係る偶発債務 

 手形債権流動化による買戻

し条件付手形売却額1,320百万

円に伴う買戻し義務限度額429

百万円があります。 

(2）手形信託に係る偶発債務 

 手形債権流動化による買戻

し条件付手形売却額1,299百万

円に伴う買戻し義務限度額373

百万円があります。 

 ４ 受取手形割引高   17百万円      ──────  ４ 受取手形割引高 14百万円

※５ 中間会計期間末日満期手形の  

 処理方法 

  当中間会計期間末日は銀行休業

日でありますが、中間会計期間末

日満期手形については、満期日に

決済が行われたものとして処理し

ております。 

 中間会計期間末残高から除かれ

ている中間会計期間末日満期手形

は次のとおりであります。  

※５ 中間会計期間末日満期手形の 

 処理方法 

  当中間会計期間末日は銀行休業

日でありますが、中間会計期間末

日満期手形については、満期日に

決済が行われたものとして処理し

ております。 

 中間会計期間末残高から除かれ

ている中間会計期間末日満期手形

は次のとおりであります。  

※５ 期末日満期手形の処理方法  

  

  当事業年度末日は銀行休業日で

ありますが、期末日満期手形につ

いては、満期日に決済が行われた

ものとして処理しております。 

 期末残高から除かれている期末

日満期手形は次のとおりでありま

す。  

受取手形 343百万円 受取手形 215百万円 受取手形 193百万円

 ６ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行12行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 

 ６ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行12行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 

 ６ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行12行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当期末

の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

22,600百万円

借入実行残高  7,750百万円

差引額 14,850百万円

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

22,600百万円

借入実行残高 7,450百万円

差引額 15,150百万円

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

22,600百万円

借入実行残高 8,250百万円

差引額 14,350百万円



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  １ 減価償却実施額   １ 減価償却実施額  １ 減価償却実施額 

有形固定資産  1,112百万円

無形固定資産 16百万円

合計  1,129百万円

有形固定資産 1,348百万円

無形固定資産 19百万円

合計  1,367百万円

有形固定資産  2,396百万円

無形固定資産 34百万円

合計  2,431百万円

※２ 支払利息には、社債利息を含

んでおります。 

※２     同左 ※２     同左 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

 前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．自己株式の増加396,988株は、単元未満株式の買取りによる増加11,988株及び平成18年７月31日取締役会決 

      議に基づく取得385,000株であります。 

    ２．自己株式の減少2,000株は、単元未満株式の買い増し請求によるものであります。 

 当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．自己株式の増加18,956株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

    ２．自己株式の減少1,326株は、単元未満株式の買い増し請求によるものであります。 

 前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．自己株式の増加1,068,007株は、単元未満株式の買取りによる増加36,007株及び平成18年７月31日取締役会 

           決議に基づく取得1,032,000株であります。     

    ２．自己株式の減少3,466株は、単元未満株式の買い増し請求によるものであります。 

  
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少 

株式数（株） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

 普通株式 （注）１,２ 86,526 396,988 2,000 481,514 

     合計 86,526 396,988 2,000 481,514 

  
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少 

株式数（株） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

 普通株式 （注）１,２ 1,151,067 18,956 1,326 1,168,697 

     合計 1,151,067 18,956 1,326 1,168,697 

  
前事業年度末株式数

（株） 

当事業年度増加株式

数（株） 

当事業年度減少株式

数（株） 

当事業年度末株式数

（株） 

 普通株式 （注）１,２ 86,526 1,068,007 3,466 1,151,067 

     合計 86,526 1,068,007 3,466 1,151,067 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

 (1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

 (1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

 (1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び期末残

高相当額 

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

 減損損
失累計
額相当
額 

(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

その他 20,911 8,747 524 11,640 

合計 20,911 8,747 524 11,640 

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

 減損損
失累計
額相当
額 

(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

その他 22,289 9,173 207 12,908

合計 22,289 9,173 207 12,908

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

 減損損
失累計
額相当
額 

(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

その他 23,532 9,164 530 13,837

合計 23,532 9,164 530 13,837

 (2）未経過リース料中間期末残高

相当額等  

 未経過リース料中間期末残高

相当額 

 (2）未経過リース料中間期末残高

相当額等  

 未経過リース料中間期末残高

相当額 

 (2）未経過リース料期末残高相当

額等 

 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 3,820百万円

１年超 8,805百万円

合計 12,626百万円

リース資産減損

勘定の残高  
423百万円

１年内 3,550百万円

１年超 9,963百万円

合計 13,513百万円

リース資産減損

勘定の残高  
131百万円

１年内 4,080百万円

１年超 10,947百万円

合計 15,028百万円

リース資産減損

勘定の残高  
395百万円

 (3）支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損

損失 

 (3）支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損

損失 

 (3）支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損

損失 

支払リース料 2,095百万円

リース資産減損

勘定の取崩額 
   34百万円

減価償却費相当

額 
1,913百万円

支払利息相当額  182百万円

支払リース料 2,137百万円

リース資産減損

勘定の取崩額 
263百万円

減価償却費相当

額 
1,948百万円

支払利息相当額 187百万円

支払リース料 4,327百万円

リース資産減損

勘定の取崩額 
68百万円

減価償却費相当

額 
3,701百万円

支払利息相当額 425百万円

減損損失 6百万円

 (4）減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

 (4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 (4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 (5）利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 

 (5）利息相当額の算定方法 

同左 

 (5）利息相当額の算定方法 

同左 

 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはありません。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料  

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料  

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料  

１年内 627百万円

１年超  7,814百万円

合計 8,442百万円

１年内  1,553百万円

１年超 13,712百万円

合計 15,266百万円

１年内 1,553百万円

１年超 14,489百万円

合計 16,043百万円



（１株当たり情報） 

(注) １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

１株当たり純資産額 416円03銭

１株当たり中間純利益

金額 
 10円74銭

１株当たり純資産額 429円48銭

１株当たり中間純利益

金額 
10円96銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 
10円60銭  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

１株当たり純資産額 423円43銭

１株当たり当期純利益

金額 
 21円38銭

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益金額       

中間（当期）純利益（百万円）       1,198            1,211 2,376 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
      1,198            1,211 2,376 

期中平均株式数（千株）      111,583             110,587 111,201 

       

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額 
     

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － － 

普通株式増加数（千株） － 3,720 － 

（うち新株予約権） － (31) － 

（うち転換社債型新株予約権付社債）   (3,688)   

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

－ － － 



(2）【その他】 

 平成19年10月25日開催の取締役会において、平成19年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載また

は記録された株主または登録質権者に対し、次のとおり第91期中間配当の支払いを決議しております。 

(1）中間配当金総額               442百万円 

(2）１株当たりの金額               4円00銭 

(3）支払請求の効力発生日及び支払開始日  平成19年12月10日 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第90期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）平成19年６月28日関東財務局長に提出 

(2）有価証券報告書の訂正報告書 

平成19年11月７日関東財務局長に提出 

事業年度（第90期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書でありま

す。 

(3）臨時報告書 

平成19年７月３日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号（新株予約権付社債）の規定に基づく臨時報告書でありま

す。 

(4）臨時報告書の訂正報告書 

平成19年７月４日関東財務局長に提出 

平成19年７月３日提出の臨時報告書（新株予約権付社債）に係る訂正報告書であります。 

平成19年７月６日関東財務局長に提出 

平成19年７月３日提出の臨時報告書（新株予約権付社債）に係る訂正報告書であります。 

(5）自己株券買付状況報告書 

報告期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年３月31日）          平成19年４月13日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

        

      平成18年12月22日

センコー株式会社       

 取締役会 御中       

  大手前監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 大橋  博  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 古谷 一郎  印 

          

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、 「経理の状況」に掲げられているセンコ

ー株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18

年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等

変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、センコー株式会社及び連結子会社の平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

 追記情報 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４.会計処理基準に関する事項に記載のとおり、会社は当中間連

結会計期間から有形固定資産のうち建物附属設備、構築物及び車輌運搬具の減価償却方法を定率法から定額法へ変更し

た。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  （注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

        

      平成19年12月25日

センコー株式会社       

 取締役会 御中       

  大手前監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 後藤 芳朗  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 大橋  博  印 

          

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 「経理の状況」に掲げられて

いるセンコー株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年4月1日

から平成19年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結

株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、センコー株式会社及び連結子会社の平成19年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  （注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

        

      平成18年12月22日

センコー株式会社       

 取締役会 御中       

  大手前監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 大橋  博  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 古谷 一郎  印 

          

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているセンコ

ー株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第90期事業年度の中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9

月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について

中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、センコー株式会社の平成18年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年4月1日から

平成18年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 追記情報 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項２.固定資産の減価償却の方法に記載のとおり、会社は当中間会計期

間から有形固定資産のうち建物附属設備、構築物及び車輌運搬具の減価償却方法を定率法から定額法へ変更した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  （注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

        

      平成19年12月25日

センコー株式会社       

 取締役会 御中       

  大手前監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 後藤 芳朗  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 大橋  博  印 

          

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるセンコー株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第91期事業年度の中間会計期間（平成19年4月1日か

ら平成19年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計

算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、センコー株式会社の平成19年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年4月1日から

平成19年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  （注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 
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